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表紙 / 七葉小学校（創立５０周年式典での上館太鼓の会

と６年生児童のコラボレーション演奏） 

 

昨年度、七葉小学校は、旧菅谷小学校との統合１年目

の年でした。新生七葉小学校のスタートをお祝いしたい、

前年にできなかった創立 50 周年記念のお祝いをぜひや

りたいという地域の思いと子どもたちの願いを、1０月

に式典という形にすることができました。 

式典のトリを務めたのは、６年生全員と学区の上館地

区の太鼓の会とのコラボレーション太鼓でした。七葉地区を太鼓で明るく盛り上げたいという太鼓の

会の皆さんと、地域の宝を引き継ぎたいという子どもたちの思いが一つになり、この度の演奏につな

がったのです。この演奏を見た下級生たちは、私たちもこの演奏にチャレンジしたいという思いを膨

らませていました。七葉の心が生まれ、継がれ、膨らんだ素敵な活動となりました。 

「しばたの心継承プロジェクト」は、子どもたちの地域への愛、誇りを着実に育んでいます。 

 

本誌記載の内容等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、変更または中止となることがあります。 
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新 発 田 市 教 育 大 綱 
 

令和２年３月 

新 発 田 市 

 

Ⅰ 教育大綱について 

 

１ 趣旨 

平成２７年４月の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、地方公共団体は、そ

の地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱

を定めることとなりました。 

教育大綱は、新発田市のまちづくりの基本方針を定める「新発田市まちづくり総合計画（以下、

「まちづくり総合計画」という。）を基本とし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１条の

３の規定に基づき定めるものです。 

 

２ 期間 

教育大綱の期間は、令和２年度から令和９年度までの８年間とします。なお、今後の社会情勢等

の変化やまちづくり総合計画の改訂などに合わせ、必要に応じ見直すこととします。 

 

３ 教育大綱の考え方 

新発田市は、まちづくり総合計画において、「住みよいまち日本一 健康田園文化都市・しばた」

という将来都市像の実現に向け、５つの基本目標を掲げ、その中で「教育・文化」の基本目標につ

いては、「学校教育」「学校環境」「生涯学習」「青少年育成」「芸術文化・文化財」の５つを主要な施

策として位置づけ、教育に関する施策を展開します。 

教育大綱は、上位計画であるまちづくり総合計画の教育に関する基本目標及び施策の内容を踏ま

え、「基本目標」及び「基本方針」で構成します。 

 

Ⅱ 新発田市がめざす教育について 

 

１ 基本目標 

◎ 学校教育と社会教育の両面から、新発田の歴史や文化を理解し、自然に親しみ、地域へ愛着や

誇りを持った子どもを育成します。 

◎ 子どもが安心して学び育つ環境のもと、学ぶ意欲と確かな学力を育て、人権教育、同和教育及

び食育を推進し、命を大切にする心を育成します。 

◎ 家庭教育の充実、青少年の健全育成に努め、学校・家庭・地域が連携し、豊かな社会性をもっ

た子どもを育成します。 

◎ 生涯にわたる市民の学びの意欲に応えるとともに、歴史資料や文化財等の適切な保存・活用や

芸術に触れる機会の充実に努め、文化芸術の振興を図ります。 
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２ 基本方針 

⑴ 学校教育 

○ 人に対して敬意を払い、人を第一に思い、人を大事にする「しばたの心」をもった子どもを

育成する教育を推進します。 

〇 課題をよりよく解決しようと主体的に学ぶ態度と、知識及び技能の確実な習得及び思考力、

判断力、表現力の育成に取り組み、学力の向上を図ります。 

〇 いじめや差別をしない、許さない、自他の命を大切にする心やよりよく生きるための主体的

な判断力、態度を育成します。 

〇 健康や安全、自然災害等に対する正しい知識や技能を基に、健康の保持増進や命を守るため

の実践的な態度を育成します。 

 

⑵ 学校環境 

○ 子どもたちが快適に学ぶことができるよう、教育環境の充実や学校施設等の改修や整備を進

めます。 

〇 Society5.0(※)時代をたくましく生きる子どもの育成に向け、わかりやすい授業、学習の効

率化、学ぶ意欲の向上のため、ICTを活用した学習環境の充実を図ります。 

〇 学校、家庭、地域、行政が協働し、子どもたちにとって安全・安心な学校環境の整備を推進

します。 

 

⑶ 生涯学習 

○ 市民の生涯学習活動を充実させるため、多様化するニーズに応えた事業展開を推進します。 

〇 学習活動を幅広く支援し、市民の健康増進に寄与します。 

〇 中学生、高校生、青年層を中心とした社会教育施設の利用の拡大を目指します。 

 

⑷ 青少年育成 

  〇 「豊かな心と広い視野をもち、自主性・社会性・創造性に富んだ子ども」の育成を目指した

施策を推進します。 

  〇 学校や家庭、地域社会が一体となった育成活動を行うとともに、社会参加活動や体験活動に

より「生きる力」を持つ青少年の育成に努めます。 

  

 ⑸ 文化芸術・文化財 

  〇 市内の文化財等の適正な保存と活用を図ります。 

  〇 歴史や文化の魅力を発信し、郷土への理解と関心を深めてもらうとともに、文化芸術を身近

に感じられるまちを目指します。 

  〇 市民の文化芸術活動の発表の場と文化芸術に触れる機会の充実に努めます。 

 

※Society5.0 

情報共有が不十分であったこれまでの情報社会(Society4.0)から、IoT で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有

され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これからの課題や困難を解決していく社会 
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所長　青少年健全育成センター所長兼務

紫雲寺・加治川児童館

館長　狩野　暁

生涯学習センター

所長　阿部　俊一

青少年健全育成センター 健全育成係

所長　古田　潤子
児童センター 放課後児童支援係

歴史図書館係

館長　細野　孝司

生涯学習課 生涯学習推進係

館長　岩渕　信也

新発田地区公民館 事業係

館長　阿部　俊一

豊浦地区公民館 事業係

館長　中澤 　浩二

紫雲寺地区公民館 事業係

館長　池田　広子

加治川地区公民館 事業係

課長　井浦　智明

室長　宮﨑　由香

市民文化会館

館長　宮﨑　由香

中央図書館

歴史図書館

サービス係

館長　庭山　恵 資料係

文化行政課 文化行政係

課長　山口　幸恵 埋蔵文化財係

文化芸術振興室 文化芸術振興係、管理係

教育委員会 幼稚園　1園

教育長　工藤 ひとし 教育次長　鶴巻　勝則

中学校　10校

御免町

本丸・第一・猿橋・東・川東・
七葉・佐々木・豊浦・紫雲寺・
加治川

教育センター 学校指導係

センター長(主任参事) 中野　隆一

小学校　15校 外ヶ輪・猿橋・御免町・二葉・
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米子・藤塚・加治川

教育相談係

共同調理場　6施設

所長(課長補佐) 原　雄介

学校教育課 学校教育係

課長　小野沢　謙一 学務係

同和教育係

七葉・川東・五十公野・北・
紫雲寺・西

　教育委員会の組織（令和４年４月１日現在）

教育総務課 教育総務係

課長　橋本　隆志 学校施設係

学校給食係

教育企画係

-4-



構成比 構成比

　１ 28.27% 0.68%

　２　 1.03% 11.63%

　３　 0.02% 33.53%

　４　 0.10% 7.33%

　５　 0.06% 0.14%

　６　 0.36% 4.33%

　７　 4.99% 2.62%

　８　 0.18% 12.29%

　９　 0.08% 3.48%

１０　 0.01% 12.17%

１１　 0.21% 11.67%

１２　 30.74% 0.12%

１３　 0.03%

１４　 0.02%

１５　 0.02%

１６　 0.34%

１７　 1.44%

１８　 12.79%

１９　 8.40%

２０　 0.11%

２１　 1.38%

２２　 2.59%

２３　 0.24%

２４　 2.35%

２５ 4.25%

100.00% 100.00%

 ２　一般会計予算と教育費の推移（当初）

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 R1(H31)年度 R2年度 R3年度 R4年度

44,020,000 44,110,000 48,040,000 47,100,000 42,150,000 41,130,000 41,890,000 41,730,000 41,270,000

4,824,244 5,764,542 5,698,315 5,193,108 5,972,351 4,799,053 5,784,757 5,778,788 5,020,627

10.96 13.07 11.86 11.03 14.17 13.01 11.67 13.81 13.85 12.17

41,000,000

県支出金

財産収入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

570,000

一般会計

5,332,945

　７　商工費

（歳　入） （歳　出）

　１　議会費

　２　総務費

　３　民生費

　４　衛生費

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

　９　消防費

58,968　５　労働費

　６　農林水産業費

ゴルフ場利用税交付金

1,080,243

1,436,353

１０　教育費

1,067,711

12,096

46,949

5,278,101

3,466,960

41,270,000合　　計 合　　計41,270,000

969,415

100,000

1,752,404

74,000

34,000

5,500

593,750

　８　土木費

１１　公債費

１２　予備費

教育予算
 １　令和４年度一般会計予算（当初）

款

4,817,363

5,020,627

　一般会計予算に対する
　教育費の比率（％）

年　 度

一般会計予算〈千円）

教　 育   費（千円）

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

電源立地促進対策交付金

石油貯蔵施設立地対策交付金

分担金及び負担金

教育費

市　　債

国有提供施設等所在市町村助成交付金

市　　税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

環境性能割交付税

H30年度

款

使用料及び手数料

国庫支出金

予算額（千円）

8,000

42,000

2,061,000

1,787,491

13,838,621

3,026,966

予算額（千円）

11,665,546

424,800

279,801

4,800,380

12,685,000

5,073,187

50,000

23,000

150,000

87,000

6,273

7,174

139,321

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1(H31)年度 R2年度 R3年度 R４年度

（単位:千円）
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３　教育関係予算

10 教育費

１ 教育総務費

１ 教育委員会費

２ 事務局費

３ 人材育成費

４ 教育振興基金費

２ 小学校費

１ 学校管理費

２ 教育振興費

３ 学校建設費

３ 中学校費

１ 学校管理費

２ 教育振興費

３ 学校建設費

４ 幼稚園費

１ 幼稚園管理費

２ こども園費

５ 社会教育費

１ 社会教育総務費

２ 公民館及び市民文化会館費

３ 生涯学習費

４ 図書館費

６ 保健体育費

１ 保健体育総務費

２ 体育施設費

７ 学校給食費

１ 学校給食管理費

２ 学校給食調理場建設費

484,532 485,234 99.9%

41,581 14,034 296.3%

526,113 499,268 105.4%

95,877 102,914 93.2%

204,041 196,706 103.7%

299,918 299,620 100.1%

39,744 36,594 108.6%

209,052 206,761 101.1%

277,531 360,537 77.0%

309,578 1,035,870 29.9%

835,905 1,639,762 51.0%

59,485 72,902 81.6%

1,655,582 1,613,950 102.6%

1,715,067 1,686,852 101.7%

177,569 172,859 102.7%

41,481 18,984 218.5%

463,320 436,478 106.1%

244,270 244,635 99.9%

36,558 59,563 61.4%

488,302 487,241 100.2%

276,051 266,682 103.5%

800,911 813,486 98.5%

6,414 2,784 230.4%

20,004 10,003 200.0%

3,674 3,578 102.7%

349,301 386,957 90.3%

379,393 403,322 94.1%

当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 （％）

5,020,627 5,778,788 86.9%

（単位：千円）

年　　度　　比　　較

令 和 ４ 年 度 令 和 ３ 年 度 前年度比率款・項・目
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４　教育費（10款）以外の教育関係予算

３ 民生費

１ 社会福祉費

６ 地方改善整備費

２ 児童福祉費

1

６

７

８ 土木費

２ 道路橋りょう費

３ 除雪費

４ 都市計画費

５ 真木山中央公園費

９ 消防費

１ 消防費

４ 防災費

（単位：千円）

年　　度　　比　　較

令 和 ４ 年 度 左のうち、教育 昨 年 度 の 教 育 前年度比率款・項・目

当 初 予 算 額 関 係 予 算 額 関 係 予 算 額 （％）

13,838,621 345,286 178,931 193.0%

12,141 865 888 97.4%

71,698 573 573 100.0%

363,952 326,004 162,426 200.7%

119,655 17,844

5,073,187 5,570 5,234 106.4%

118.6%

710,803 555 555 100.0%

107.2%

35,549 514 694

児童福祉総務費

青少年健全育成費

子育て支援事業費

5,015 5,015 4,679

15,044

74.1%

1,436,353 514 694 74.1%
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教 育 総 務

１ 基本方針

「新発田市まちづくり総合計画」に掲げる基本目標や施策に基づき、学校環境の整備

等を進めつつ、令和２年３月に策定した「新発田市教育大綱」における、より具体的な

基本目標や基本方針に沿って、子どもたちが快適に学ぶことができるよう、学校施設等

の改修や整備を行うとともに、ＩＣＴ環境の充実を推進し、安全・安心な学校給食の提

供に万全を期す。

２ 事業内容

⑴子どもたちが安心して学べる教育環境の整備

子どもたちが学習活動をはじめ一日の大半を過ごす場所である学校がすべての子ど

もたちに安全安心で快適な空間となるよう環境整備に努める。

【具体的な取り組み】

① 学校教具の計画的な整備（教材・管理用備品及び机椅子の購入・修繕等）

② 学校設備備品の定期的な点検及び計画的な取替・修繕（ＦＦ式暖房機類、ＡＥＤ等）

③ 光熱水費等、学校運営に要する経費の適正な執行管理

⑵学校ＩＣＴ（情報通信技術）環境の整備

新学習指導要領では、情報活用能力の育成やプログラミング教育の必修化など積極

的にＩＣＴを活用することが重要視されている。こうした新たな教育の技術革新は、

多様な子どもたちを公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びに寄与すること

から、市内の児童・生徒に１人１台配備した学習用端末をより一層授業で有効活用し

ていくために必要な学校ＩＣＴ環境の整備を行う。

⑶学校図書館の充実

子どもの知性や豊かな人間性を育み、確かな学力を身に付けるうえで、学校図書館

が担う役割は重要であることから、図書購入費を学校配当予算に加え、図書館支援員

を対象校に配置し、学校図書館のさらなる充実に努める。

⑷教育委員会の円滑な運営と事務局の機能強化

教育の機会均等、教育水準の維持向上及び当市の実情に応じた教育の振興を図るた

めには、教育委員会の継続的・安定的な運営が必要不可欠である。教育委員会の会議

や教育委員研修会の開催をはじめ、教育委員会に対する適切な情報提供を行い、迅速・

的確な意思決定や審議の活性化に資するため、教育委員会事務局の機能強化を図る。
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３ 教育企画

⑴望ましい教育環境実現に向けた学校規模の適正化

平成２１年５月に新発田市教育制度等検討委員会がまとめた「新発田市教育制度等

の検討について（報告）」の提言を受け、市教育委員会では、平成２２年３月に「新

発田市立小・中学校の望ましい教育環境に関する基本方針」を策定した。

同基本方針においては、一定規模の人数の中で、仲間づくり、学習活動、スポーツ

及び学校行事等を通じて、自ら学び考える力や健康で豊かな心を磨き、活気あふれる

学校生活が送れることが望ましい教育環境であると考え、具体的な学校規模を「学級

数については、クラス替えができる１学年２学級以上、学級人数については、１学級

２０人以上が望ましい」としており、その実現に向けて取り組んでいく。

【具体的な取組】

①紫雲寺中学校区（紫雲寺、米子及び藤塚の３小学校）における取組

令和７年４月統合を目標に、自治会連合会や保護者の代表、各小学校から組織

した紫雲寺地域統合小学校開校準備協議会を中心に、統合までに必要な準備を

進める。

⑵学校給食調理場の再編整備

少子化に伴う児童生徒数の減少と給食調理場の老朽化の背景から、市全体の学

校給食の必要数と調理場の供給能力のバランス確保を図るため、年次計画で学校

給食調理場の再編整備に取り組むとともに、調理場の業務形態の見直しについて

検討を進める。
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４ 学校施設

⑴教育施設の管理維持

小学校１５校、中学校１０校に係る施設の修繕、改修

学校施設の保守点検

⑵教育財産の管理

小中学校の教育財産台帳の整備、管理、保管

学校施設台帳の整備、保管

教育財産の使用許可

⑶学校施設の充実

学校施設の計画的な整備

令和４年度の主な事業

事業名 主な内容

小学校施設整備事業

・紫雲寺小学校エレベーター更新工事

・体育館照明落下防止工事

・吊り下げ式バスケットゴール落下防止工事

・遊具等設置工事

・トイレ洋式化工事

中学校施設整備事業

・体育館照明落下防止工事

・吊り下げ式バスケットゴール落下防止工事

・七葉中学校予防補修工事

・豊浦中学校土留め擁壁改修工事

・トイレ洋式化工事

豊浦小学校グラウンド整備事業

猿橋中学校グラウンド整備事業

・豊浦小学校グラウンド整備工事（Ⅰ期）

・猿橋中学校グラウンド整備工事（Ⅰ期）
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５ 学校給食

⑴事業内容

⑵調理場施設（令和４年５月１日現在）

調理場名 開設年月
面積

給食対象校
最大調理食数

七葉共同調理場 平成 24 年 4 月 952 ㎡ 七葉小、加治川小、七葉中、

加治川中900 食／日

川東共同調理場 平成 11 年 4 月 450 ㎡ 川東小、川東中、

新潟県立新発田竹俣特別支援学校700 食／日

五十公野共同調理

場

平成 28 年 8 月 1,326 ㎡ 東小、東中、新潟県立新発田竹俣

特別支援学校いじみの分校1,000 食／日

北共同調理場 平成 10 年 4 月 1,304 ㎡ 外ヶ輪小、二葉小、東豊小、

豊浦小、本丸中、第一中3,500 食／日

紫雲寺共同調理場 平成 23 年 8 月 1,005 ㎡ 紫雲寺小、米子小、藤塚小、

紫雲寺中800 食／日

西共同調理場 平成 18 年 4 月 1,864 ㎡ 猿橋小、御免町小、佐々木小、住

吉小、猿橋中、佐々木中、御免町

幼稚園、西園保育園
3,500 食／日

豊浦中学校 昭和 54 年 9 月 166 ㎡ 自校方式

事業内容 詳細

調理場施設の管理運営 ・共同調理場及び単独調理場の施設設備・厨房機器の維持

管理・修繕・更新

・調理手等学校給食従事職員の人事管理、健康管理

・給食用備品・消耗品の購入・管理

給食関係事務 ・給食業務全般の円滑な運営に関する一般事務

・学校給食関係者との連絡調整

・学校給食費の検討・決定

・学校給食費会計の適正な事務執行に係る指導事務

新発田市学校給食協議会

の運営

学校給食協議会が、市から次の業務を受託し実施

・学校給食協議会物資購入費運転資金貸付事業

・学校給食地産地消導入事業

・学校給食従事職員の研修（学校給食従事者衛生管理研修

会、食物アレルギー研修会等）

・学校給食用物資の共同購入に関する事務

・学校給食用物資の選定会議（年 5 回）

・学校給食の献立作成会議（年 5 回）



- 12 -

⑶調理業務等の民間委託状況（令和４年４月１日現在）

⑷各調理場の食数と給食業務従事職員の配置状況（令和４年６月１日現在）

（単位：人）

※１ 紫雲寺共同調理場及び西共同調理場は調理業務を民間事業者に委託。

※２ 栄養教諭等９名の内訳は県職員８名、市職員１名。

⑸給食実施状況

（令和３年度分）

⑹ 重点事業

① 学校給食地産地消導入事業

調理場名 業務内容 受託業者

七葉共同調理場 配送 ㈱大通、㈲小柳

川東共同調理場 配送 ㈱大通

五十公野共同調理場 配送 ㈲小柳

北共同調理場 配送 ㈱大通、新発田運輸㈱

紫雲寺共同調理場 調理及び配送 特定非営利活動法人ネットワークこころ

西共同調理場 調理 ㈱メフォス

配送 ㈱大通

区 分 学校数
一食単

価

年間給食平均回数
年間給食費

（一人当たり平均）米飯

給食

パン

給食

麺給

食
計

小学校 15 校 282 円 151 18 20 189 53,298 円

中学校 10 校 339 円 151 18 20 189 64,071 円

計 25 校 - - - - - -

調理場名 食数
調理手 事務

ﾊﾟｰﾄ

運搬

ﾊﾟｰﾄ

代替

ﾊﾟｰﾄ

栄養教

諭等※2正規 臨時 パート

七葉共同調理場 836 4 4 7 3 1

川東共同調理場 440 2 2 4 1 3 1

五十公野共同調理場 740 3 2 8 2 2 1

北共同調理場 2633 5 7 21 1 6 7 2

紫雲寺共同調理場 574 ※１ 4 1

西共同調理場 2752 ※１ 1 4 2

豊浦中学校 164 2 2 1

合計 8139 16 17 40 2 20 12 9
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学校給食に地場産のコシヒカリ及び野菜を積極的に使用し、新鮮で安全・安心な

学校給食を提供することにより、子どもたち及び保護者の食生活や地域の郷土料

理・食文化に対する意識、関心を高め、食育の推進を図る。

学校給食における地場産農産物使用割合（令和 3 年度 4 月～12 月実績）（単位：％）

②第３子以降学校給食費支援事業

多子世帯の経済的負担軽減を図り、子育てしやすい環境の実現による出生率の増

加を目的とし、「全世代が新発田の未来を拓く子どもたちの健やかな成長の一翼を

担うことで、これからの新発田市の安定した発展のために参画する」という理念に

基づき、平成３０年度から「少子化対策」の一環として、小中学校に在学する児童

事業名 事業詳細

地場産コシヒカリ導入

補助

米飯給食に地場産コシヒカリを 100％使用するため、地場産

コシヒカリと学校給食統一米の価格差の一部を補助。

地場産青果物導入補助
調理場が地場産青果物を購入する際の費用の一部を補助。

（令和 2 年度より新発田市特産品目に限定）

市内産 県内産 国内産 外国産 合 計

品 目ベース 39.9 17.7 38.6 3.8 100.0

穀類 75.7 4.9 ― 19.4 100.0

野菜類 35.0 15.7 48.9 0.4 100.0

芋類 30.4 3.9 65.7 ― 100.0

きのこ類 12.2 86.8 1.0 ― 100.0

果物類 25.0 ― 75.0 0 100.0

豆腐類 81.1 ― ― 19.0 100.0

肉類 10.7 55.8 33.5 ― 100.0

その他 66.7 33.3 ― ― 100.0

使用量ベース 48.6 11.8 34.3 5.3 100.0

金 額ベース 41.1 19.2 31.7 8.0 100.0
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生徒を３人以上養育している保護者に対して学校給食費の支援をしている。

内容

対象者 ①小・中学校に在学する児童生徒を３人以上養育していること

②市内に住所を有すること

③養育する児童生徒の学校給食費に未納がないこと

（注）就学援助等の公的扶助制度により、既に給食費相当額の給付を受けている

場合は対象外。

支援手続き 保護者が１年間に支払った対象児童生徒の学校給食費相当額を、保護者から

の申請に基づき事後に交付する。

支援概算金額 小学生 ５３，５８０円 （@282 円×190 回）

中学生 ６４，４１０円 （@339 円×190 回）

※対象者の給食回数実績に基づき支援金額とする。


